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1 ――― 先月までの動き 

 資金運用部会では、次期運用目標の設定について特段の議論はなく了承された。年金部会では、高

齢期の就労と年金受給のあり方については繰下げ受給や増額率の見直しなどが、業務改善事項につい

ては65歳以降就労時の年金額の改定方法などが、議論された。企業年金・個人年金部会では、拠出時・

給付時の仕組みについて議論が行われた。 

 

○社会保障審議会  資金運用部会 

10月3日(第10回)  GPIFの次期運用目標等、GPIFの次期中期目標等に関する議論の進め方 

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07060.html  (資料) 
 
○社会保障審議会  年金部会 

10月9日(第11回)  高齢期の就労と年金受給の在り方 

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00013.html   (資料) 

10月18日(第12回)  高齢期の就労と年金受給の在り方 

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00014.html   (資料) 

10月30日(第13回)  その他の制度改正事項及び業務運営改善事項、その他 

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00016.html   (資料) 

 

○社会保障審議会  企業年金・個人年金部会 

10月9日(第8回)  拠出時・給付時の仕組み 

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07178.html   (資料) 

 

○年金広報検討会(年金局) 

10月28日(第4回)  令和の年金広報コンテストの実施、年金生活者支援給付金の広報の実施状況

(報告）、年金関係団体(４団体)の広報、その他  

URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00015.html  (資料) 
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2 ――― ポイント解説：公私年金と年齢との関係の見直し 

 先月は、年金部会と企業年金・個人年金部会の双方において、加入可能年齢や受給開始可能年齢な

ど「年金と年齢との関係」の見直しが議論された。以下では、現行制度と見直し案の狙いを確認する。 

1｜加入可能年齢：就労期間の延長に

合わせ、長く加入して多く受給出

来る形へ見直し 

 公的年金では、８月に公表された財

政検証(将来見通し)のオプション試算

に、基礎年金拠出期間の延長(オプショ

ンB-1)と厚生年金の対象拡大(オプ

ションB-3)が盛り込まれている。両者

とも高齢期の就労が進みつつある現状

に合わせる内容であり、特に前者には、

今後大幅な低下が見込まれている基礎

年金水準の底上げを図る狙いも見られ

る。 

 私的年金では、就労延長に合わせて

企業や個人が選択できる幅を拡げるの

と同時に、確定拠出年金では独自の年

齢条件の廃止や国民年金の任意加入者

への対象拡大が提案されており、公的

年金との連動性を強化する狙いも見ら

れる。 

2｜受給開始可能年齢：受給を延期し、

割増された年金を受給出来る形へ 

 公的年金では、８月に公表された財

政検証(将来見通し)のオプション試算

に、繰下げ受給が可能な期間の延長(オ

プションB-4)が盛り込まれている。高

齢期就労の進展に対応するのと同時に、

繰下げ受給による割増で、個人の判断

によって今後の給付水準の低下を補う

方向性が打ち出されている。 

 私的年金では、高齢期就労の進展に

合わせて、確定給付企業年金における企業の選択肢を拡げる提案が行われている。また確定拠出年金

では、公的年金の繰下げ受給が可能な期間の見直しに併せた見直しが提案されており、公的年金受給

開始までの「つなぎ年金」としての役割が期待されていると見られる。 

図表１ 加入可能年齢の現状と見直し案 

 
 

図表２ 受給開始可能年齢の現状と見直し案 

 

20歳 60歳 65歳 70歳 75歳

【公的年金】

国民年金

第1号(自営・無職等) 65歳へ

※任意加入(満額未達等) (70歳へ)

第2号(会社員等)

※第2号の納付済期間 65歳へ

第3号(専業主婦[夫]) 65歳へ

厚生年金 75歳へ

【私的年金】 (厚労省年金局管轄分)

確定給付企業年金 (75歳へ)

確定拠出年金(企業型)

通常(下記以外) 70(75)歳へ

70(75)歳へ

確定拠出年金(個人型)

第1号(自営・無職等) (65歳へ)

※任意加入(海外在住等) 加入可能へ

第2号(会社員等) 65歳へ

第3号(専業主婦[夫]) (65歳へ)

国民年金基金

第1号(自営・無職等) (65歳へ)

※任意加入(満額未達等) (70歳へ)

20歳 60歳 65歳 70歳 75歳

※カッコ内や点線は,公的年金が改正された場合に自動変更されると思われるもの.

同一事業所で60歳前

から継続雇用の場合

20歳 60歳 65歳 70歳 75歳

【公的年金】

基礎年金(1階部分) 75歳へ

厚生年金(2階部分) 75歳へ

【私的年金】 (厚労省年金局管轄分)

確定給付企業年金 70歳へ

確定拠出年金(企業型) [70歳以降へ]

確定拠出年金(個人型) [70歳以降へ]

国民年金基金 ※

20歳 60歳 65歳 70歳 75歳

※カッコ内や点線は,公的年金の改正に併せた改正が提案されているもの.

※国民年金基金は,基礎年金を繰上受給する場合に付加年金相当が繰上げ支給.


